
大和市告示第５２号 

大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

令和２年３月３０日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱の一部を改正する要綱 

大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱（平成２２年大和市告示第１６号）の一 

部を次のように改正する。 

 第７条第３項第３号中「又は当該」を「、又は当該」に改める。 

別表第２号中「大和市大和東一丁目１０７０番地７先」を「大和市大和東一丁目３番１２号先、

１０７０番地７先」に、「中央一丁目５６１番地及び５５７番地２先」を「中央一丁目５５７番地２

先及び５６１番地」に、「２０台」を「２２台」に改め、同表第６４号中「大和市中央三丁目２番３０

号先」を「大和市中央二丁目１号先及び中央三丁目２番３０号先」に、「３台」を「７台」に改

め、同表第８５号中「２台」を「４台」に改め、同表第１０９号中「大和市大和南一丁目２番１１

号先」を「大和市大和南一丁目２番９号先、１１号先及び１５号先」に、「２台」を「６台」に改め、

同表第１１０号中「大和市桜森三丁目８番先」の次に「並びに大和東一丁目５番４号先及び６番１０

号先」を加え、「４台」を「８台」に改め、同表第１２９号中「大和市上草柳一丁目１番先」の次に

「及び上草柳四丁目１番３４号」を加え、「３台」を「６台」に改め、同表第１４３号中「大和市

上和田２８２６番地先及び２８０２番地先」を「大和市上和田２８０２番地先及び２８２６番地

先」に改め、同表第１５２号中「大和市下和田６９０番地２先及び４３４番地１３先」を「大和市

下和田４３４番地１３先及び６９０番地２先」に改め、同表第２１１号中「大和市南林間七丁目２３

番１０号先」を「大和市南林間七丁目１４番２５号先及び２３番１０号先」に、「３台」を「６台」

に改め、同表に次のように加える。 

２２５ 市道大和東７号（大和市大和東二丁目１番１１号先及び４番１６号先） ６台

２２６ 市道大和東９号（大和市大和東二丁目１番２号先） ２台

２２７ 市道大和東３２号（大和市大和東一丁目８番４号先及び１０号先） ５台

２２８ 市道深見草柳線（大和市中央一丁目３番１５号先、１９号先及び２１号先） ６台

２２９ 市道中央１６号（大和市中央二丁目４番４号先及び８号先） ４台

２３０ 市道大和南２２号（大和市大和南一丁目１２番２３号先） ２台



２３１ 市道中央２１号（大和市中央四丁目３番８号先） ３台

２３２ 市道大和駅南線（大和市中央一丁目１番２５号先） ２台

２３３ 市道中央１１号（大和市中央二丁目５番８号先） ３台

２３４ 市道上草柳１１５号（大和市上草柳九丁目１番２６号先） ２台

２３５ 市道つきみ野８０号（大和市つきみ野三丁目５番地先） ２台

２３６ 市道下鶴間４８号（大和市下鶴間３００９番地先） ２台

２３７ 市道柳橋３１号（大和市柳橋二丁目５０５４番地８先） ２台

２３８ 市道大塚戸桜山線（大和市上和田２０９５番地４先） ３台

２３９ 市道高座渋谷代官庭線（大和市福田６９５番地１先） ３台

２４０ 市道公所９３号（大和市下鶴間２１５０番地１先） ３台

２４１ 中央林間３丁目公園（大和市中央林間三丁目１４番） ３台

２４２ 多胡記念公園（大和市中央林間五丁目１７番３号） ４台

２４３ 市道中央林間４７号（大和市中央林間西三丁目２番２号） ３台

２４４ 草柳１号公園（大和市草柳一丁目２０番地） ３台

２４５ 渋谷５号公園（大和市下和田９１１番地） ３台

２４６ 山王原公園（大和市下鶴間２９９１番地６３） ４台

２４７ 中福田ひだまり公園（大和市福田６７０番地１） ３台

２４８ 松ヶ丘公園（大和市福田三丁目１５番地１） ２台

２４９ 山王原子供広場（大和市下鶴間２９９５番地） ３台

２５０ 市道内山６号（大和市中央林間九丁目４２番２号） ３台

２５１ 市道渋谷４４号（大和市福田２１７２番地８先） ２台

２５２ 市道公所１６２号（大和市下鶴間５０８３番地先） ２台

２５３ 市道深見西２号（大和市深見西八丁目９番８号先） ２台

２５４ 南林間児童遊園（大和市南林間三丁目１０番１６号先） ２台

２５５ 市道上和田４２号（大和市上和田６６３番地先） ２台

   附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 


